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令和 5年 7 月 7日 

 

アイヌの人々に対する不適切な放送事案を踏まえた 

再発防止に向けた取組の実施状況について 

 

                         内閣官房 

                         総務省 

                         法務省 

                         国土交通省 

文化庁 

 

「アイヌの人々に対する不適切な放送事案を踏まえた再発防止に向けた取組

について」（令和 3年 6月 10日アイヌ政策推進会議（第 12回）報告）を踏まえ

た関係者による取組の状況は以下の通りである。取組の実施状況については、今

後とも関係省庁において把握するとともに、必要に応じ適切な対応を行う。 

 

１．日本テレビにおける取組 

（１）放送 

・令和 3年 8月 7日「ズームイン‼サタデー」にて東京オリンピック公認プロ

グラムとしてのアイヌ舞踊を現場から生中継。 

・令和 3年 8月 26日「スッキリ」にて、問題の放送に至った原因を検証した

結果、および関係の皆様を取材したアイヌ民族の差別や歴史について放

送。 

・令和 3年 8月 28日「検証 スッキリ アイヌ民族差別表現はなぜ放送され

たのか」（26:30～27:00関東ローカル）を放送。（STV札幌テレビ放送では

29日 26:05～26:35） 

・令和 3年 9月 16日「スッキリ」にて特集企画「世界に届け！アイヌ舞踊」

を放送。 

・令和 3年 12月 1日「スッキリ」にて特集企画「アイヌ語を未来につなぐ大

学生」を放送。 

・令和 4年 1月 17日「スッキリ」にて特集企画「アイヌ伝統音楽を現代

に！」を放送。 

・令和 4年 3月 16日「スッキリ」にて特集企画「人を想うアート アイヌ工

芸」を放送。 

・令和 4年 5月 26日「スッキリ」にて熊谷和徳氏のパフォーマンスでアイヌ

伝統歌を紹介。 

・令和 4年 6月 1日 日本テレビにて映画「アイヌモシリ」を放送、並行し

て「スッキリ」公式 YouTubeにて監督インタビューを公開。 

参考資料４ 
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・令和 4年 7月 7日・8日「ＺＩＰ！」GOGO おどろんコーナーにて 2 日間に

わたりウポポイを紹介。 

・令和 4年 9月 20日「スッキリ」にて司会の３人がロケ取材した特別企画

「ウポポイの魅力」を放送。 

・令和 4年 12月 13 日「スッキリ」にて特集企画「多様性のチカラ＃１」 

（チュック・ベッシャ―氏の監修を受け制作した、多様性について理解を

深める企画）を放送。 

・令和 4年 2月 6日「news every.」お天気コーナーに新キャラクター 

「ゆきポ」登場。「ゆきポ」は、様々なルーツや民族・文化の多様性を表現

したキャラクターとして、関根摩耶氏の協力を得てデザインしたもので、

アイヌ文様をまとっている。 

・令和 5年 3月 7日「スッキリ」にて特集企画「多様性のチカラ＃2」を放

送。 

・令和 5年 5月 9日「oha!4」「NNNニュース ZIP!」にて「アイヌ民族の遺骨

がオーストラリアから返還」のニュースを放送。 

・令和 5年 5月 30日 日本テレビにて多様性をテーマにした映画「ＨＡＦ

Ｕ」を放送。 

 

（２）社内研修 

・令和 3年 6月 25日 「人権課題についての研修会」 

講師）法務省人権擁護局 菊池浩局長（当時） 

・令和 3年 10月 26 日 アイヌ民族研修として、秋辺デボ氏による研修会を

実施。 

・令和 4年 9月 15日 アイヌ民族研修として、札幌大学 本田優子教授によ

る研修会を実施。 

 

（３）社内啓発 

・令和 3 年 5 月 26 日に開催した北海道大学アイヌ・先住民研究センター 北

原モコットゥナシ准教授の研修会で寄せられた疑問への回答をイントラ上

の社内報に 7月～9月、計 6回掲載。 

・令和 3年 8月 2日 考査部発行メール 放送人としての感度（「スッキリ」BPO

意見書について） 

・令和 3 年 12 月 放送ガイドライン上に、アイヌ民族も含む「国内の人権問

題」の記述を追加。 

・令和 4 年 3 月 法務省「My じんけん宣言」に日本テレビホールディングス

として賛同・掲載。 

・令和 5年 4月 番組基準に「人権」という項目を設け、人種・民族、性、職

業、境遇、信条などによって差別的な取り扱いをしない旨を明記。 
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（４）放送番組審議会 

・令和 3年 9月 28日 「スッキリ」および「検証番組」について審議。 

・令和 3年 10月 10 日 「日テレアップ Date！」で審議の様子を放送。 

 

（５）民放連の研修 

・令和 3年 7月 13日、10月 5日、令和 4年 3月 2日 

「放送番組における差別・人権に関する全社会議」 

 

（６）BPOとの研修 

・令和 3年 10月 1日 BPO委員長代行や委員、制作現場の担当者らが参加し

意見交換。 

 

２．放送倫理・番組向上機構（以下「ＢＰＯ」という。）における審議 

○令和 3 年 4 月 9 日に、日本テレビの不適切な放送内容が放送倫理に違反す

る疑いがあるとして審議入りし、7 月 21 日に審議結果を「日本テレビ『ス

ッキリ』アイヌ民族差別発言に関する意見」として公表した。同意見におい

て、ＢＰＯは「本件放送はアイヌ民族に対する、明らかな差別表現を含んだ

ものだった」として放送倫理違反があったことを認定した。 

 

３．放送業界への対応 

（１）放送業界に対する要請 

○令和 3 年 4 月 30 日に総務省情報流通行政局長から日本放送協会（以下「Ｎ

ＨＫ」という。）及び一般社団法人日本民間放送連盟（以下「民放連」とい

う。）に対し、人権問題に係る対応について要請を行った。 

○令和 3 年 6 月 14 日に内閣官房アイヌ総合政策室長からＮＨＫ及び民放連に

対し、差別や人権侵害を防止する必要性について改めて理解し配慮するよう

要請を行った。 

 

（２）放送業界における取組 

○令和 3年 6月にＮＨＫは、全国の放送局等に対し、本要請等を踏まえた注意

喚起の文書を発出し、9 月 13 日に所属の北海道管内の記者等に対してアイ

ヌ民族の歴史等に関する勉強会を開催した。また、令和 4 年 3 月に札幌局

で、アイヌ文化の正しい理解のため、アイヌ語のアクセント・発音等を記載

した「単語帳」を作成し、アナウンサー等に配布した。 

○令和 3 年 4 月 30 日に民放連は、会員全社に対し、当該要請文書を送付の上

周知し、7 月 13 日にアイヌ差別表現問題に関する全社会議を開催した。ま

た、同年 10 月 5 日及び令和 4 年 3 月 2 日に、アイヌ差別に関するものでは

ないものの、差別・人権に関する全社会議を開催した。 

○令和 4年 5月 26日に民放連は、「民族」を取り扱う場合や、多様化する「性」
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について、放送において差別的な取り扱いをしないことを十分意識できるよ

う、「民放連 放送基準」の改正を決定した（令和 5年 4月 1日施行予定）。 

○令和 5 年 5 月 22 日に民放連は、令和 3 年 7 月 13 日に開催したアイヌ差別

表現問題に関する全社会議の講演録を作成。会員全社に周知した。 

 

４．関係省庁におけるアイヌ関連施策の取組 

（１）内閣官房 

○令和 3 年 5 月にアイヌ生活向上対策事業を実施している関係省庁から、事

業の実施状況等についてヒアリングを行った。 

○令和 3年 6月 14日に内閣官房アイヌ総合政策室長から都道府県知事に対し、

に対して、関連する施策の充実、職員向けの研修の実施等、必要な取組を行

うよう周知した。 

○令和 4年 3月に内閣官房、国土交通省、文化庁の連名にて、学校におけるア

イヌに関する理解を深めるための取組として、修学旅行等においてウポポイ

が活用されるよう、文部科学省を通じ各教育委員会等に働きかける通知を発

出した（別添１）。 

 

（２）法務省 

○日本テレビ放送網株式会社の社内研修への講師派遣（令和 3年 6月） 

○中央省庁等の職員を対象とする人権に関する国家公務員等研修会において、

「アイヌの人々と人権」をテーマとした研修を実施（令和 3年 8月～10月） 

○公益財団法人人権教育啓発推進センターにおいて、アイヌに関する企画展示

（「アイヌ文化の歴史と現在」）を実施（令和 3年 10月） 

○公益財団法人アイヌ民族文化財団が道外で開催する「アイヌ文化フェスティ

バル」と法務局が連携した人権啓発活動を実施（令和 3年 3回、令和 4年 3

回） 

○ＳＮＳを利用した情報発信（随時） 

○アイヌの人々に対する国民の理解を促すよう、インターネットバナー広告及

びインターネットテキスト広告を実施（令和 3年 7月～8月） 

○「アイヌフォーラム北海道」を開催（委託事業、令和 4年 3月、令和 5年 2

月） 

○札幌法務局人権擁護部から北海道環境生活部アイヌ施策推進局に対し、アイ

ヌの人々に関する人権相談の法務局と北海道との相談連携について要請し、

連携体制を構築（令和 3年 9月） 

○公益財団法人人権教育啓発推進センターの実施する「アイヌの方々のための

相談事業」につき、法務省の人権擁護機関との連携を開始（令和 4 年 5 月） 

○アイヌの人々の文化・歴史ヘの理解を深め、アイヌの人々への偏見・差別を

解消するため、啓発動画「アコㇿ青春 a=kor アコㇿ〔アイヌ語で「私た

ちの」〕」を制作・インターネット配信（令和 5年 3月～）。 
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○令和 5年 6月に内閣官房、法務省、国土交通省及び文化庁の連名にて、アイ

ヌの人々の人権についてこどもたちが考えるための取組として、啓発動画

「アコㇿ青春 a=kor アコㇿ〔アイヌ語で「私たちの」〕」が修学旅行等の

事前学習教材として活用されるよう、文部科学省を通じ各教育委員会等に働

きかける通知を発出した（別添２）。 

 

 

（３）国土交通省 

○アイヌの人々の歴史、文化について国民の一層の理解を促進するため、令和

5年度予算において、ウポポイのコンテンツ充実等を通じた情報発信の強化、

児童生徒のアイヌに関する学習の理解を深める効果的な副教材の作成など、

アイヌの伝統等の普及及び啓発に必要な経費を計上。 

○（公財）アイヌ民族文化財団が以下の通り国民の理解を促進する取組を実施。 

 ・講演会の開催 令和 2年度実績 3回 

         令和 3年度実績 3回 

         令和 4年度実績 3回 

 

 ・セミナーの開催 令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実

績なし 

令和 3年度 9講座実施 

         令和 4年度 17講座実施 

 

（４）文化庁 

○国立アイヌ民族博物館における教育普及事業の充実 

令和 5年度予算における重点項目として、アイヌの歴史や文化に関する一層

の理解促進のため、教員向け研修の実施など、国立アイヌ民族博物館が実施

する教育普及事業の充実に必要な経費を措置。 

○児童生徒の学習用動画教材の開発・配信 

アイヌの歴史や文化をより深く理解できるよう、小・中・高の社会科授業で

活用できる動画教材を開発。令和 5年 4月から活用事例等と共に配信を開始

し、教育委員会等に対して活用を呼び掛けた。 

○博物館を活用した教員向け研修機会の提供 

前年度に引き続き「教員のための博物館の日 at 国立アイヌ民族博物館」を

開催した（令和 4 年 8月 1日）。今年度は、令和 5年 7月 31日開催予定。 

○研修講師（博物館職員）の派遣 

北海道教育委員会主催で行われた北海道教育庁胆振教育局初任段階教員研  

修 3 年次研修の講師として博物館職員を派遣した（令和 3 年 9 月 15 日オン

ライン参加 124名）。 

○博物館刊行物における人権啓発記事掲載 
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法務省と連携し、博物館刊行物「国立アイヌ民族博物館ニュースレター

ANUANU」において、法務省「アイヌの人々への理解を深め偏見や差別のない

社会を」を掲載した（令和 3年 7月(vol.5)、令和 4年 11月(vol.10)）。 

 

５．東京オリンピック・パラリンピックの機会を捉えた情報発信等 

○令和 3 年 7 月に政府広報ＢＳ朝日「宇賀なつみのそこ教えて！」において

「ウポポイで発信する アイヌ文化の魅力！」を放送。 

○内閣官房、国土交通省、文化庁、北海道、札幌市及び公益財団法人アイヌ民

族文化財団の共催により、東京オリンピックのマラソン・競歩が札幌開催さ

れる令和 3 年 8 月 5 日から 8 日までの 4 日間、さっぽろテレビ塔前でアイ

ヌ舞踊を実施し、その映像をインターネットでライブ配信した。また、その

映像の一部はオリンピックの公式映像として世界に発信されるとともに、

国内テレビ地上波等においても放送された。 

○令和 3 年 7 月から 9 月にかけてＮＨＫワールドでアイヌ文化とウポポイに

ついて特別番組を国際放送した。 

以 上 
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５受初児生第４号 

令和５年６月２８日 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 担 当 課 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課 長 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 長 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 長  殿 

小中高等学校を設置する学校設置会社を 

所轄する構造改革特別区域法第 12 条第 1 項 

の 認 定 を 受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 担 当 課 長 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 

  伊 藤 史 恵 

アイヌの人々の人権に関する啓発動画の活用について

アイヌの人々の人権に関する啓発動画の活用について、法務省人権擁護局を

はじめとした関係省庁から別添のとおり依頼がありました。 

ついては、北海道への修学旅行等の事前学習教材として本動画を御活用して

いただくよう、よろしくお取り計らいくださいますようお願いします。 

 併せて、域内の市区町村教育委員会、所管又は所轄の学校及び学校法人に対

しても、お知らせいただくようお願い申し上げます。 

CS215134
テキストボックス
別添2



機密性２ 完全性１ 可用性１

- 1 -

閣 副 第 ４ ９ ８ 号 

法 務 省 権 啓 第 ７ ０ 号 

国 北 総 第 ３ ５ 号 

５ 文 企 調 第 ２ ６ 号 

令 和 ５ 年 ６ 月 ２ ７ 日 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 殿 

内閣官房アイヌ総合政策室参事官（公印省略） 

法務省人権擁護局人権啓発課長（公印省略） 

国 土 交 通 省 北 海 道 局 総 務 課 長（公印省略） 

文 化 庁 企 画 調 整 課 長（公印省略） 

アイヌの人々の人権に関する啓発動画の活用について（依頼）

この度、法務省においてアイヌの人々の人権に関する啓発動画「アコㇿ青春 

a=kor アコㇿ〔アイヌ語で「私たちの」〕」を公開しました。 

本動画は、アイヌ民族にルーツを持つものの、そのルーツを意識せずに生き

てきた青年が、同世代のアイヌの人々などを訪ね、アイヌ民族の歴史や文化を

学び、アイヌの人々に対する差別について考えることで、違いを認め、お互い

を尊重し合い、共に生きる社会を実現することの大切さに気付く過程を追った

作品です。 

現在、貴省におかれては、学校等における遠足・修学旅行等に民族共生象徴

空間（愛称：ウポポイ）を活用する観点から、学校等に対してウポポイに関す

る情報を提供する取組を行っているものと承知しておりますが、あわせて、学

校等における遠足・修学旅行等の事前学習教材として、本動画を御活用いただ

くことは、こどもたちにアイヌの人々の伝統等に関する知識の普及啓発等を図

るとともに、アイヌの人々の人権について考える上で大変有意義なことと考え

ております。 

また、昨年７月に開催されたアイヌ政策推進会議（第１３回）においても、

別添



機密性２ 完全性１ 可用性１

- 2 -

出席した委員から本動画を学校等における北海道への遠足・修学旅行等の事前

学習教材として御活用いただくことへの期待が述べられたところです。 

つきましては、各都道府県教育委員会等を通じ、所管及び域内の市町村管下

の学校等に、本動画を北海道への遠足・修学旅行等の事前学習教材として御活

用いただきますよう、格段の御配慮をお願いいたします。 

なお、本動画は YouTube 法務省チャンネルで公開しているほか、全国の法務

局・地方法務局にて DVD の貸出し及びリーフレットの配布に対応しております。 

【動画掲載 URL】https://youtu.be/V6DGN1ekTjQ 








